
規

則

○
福
岡
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

社
会
活
動
推
進
課)

一

福
岡
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
十
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
五
十
九
号

福
岡
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
九
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
項
の
表
第
一
号
中
欄
中

｢

に
お
い
て
準
用
す
る
民
法

(

明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九

号)

第
五
十
一
条
第
一
項
の
設
立
の
時｣

を
削
る
。

第
十
条
第
一
項
中

｢

第
五
条｣

を

｢

第
六
条｣

に
、

｢

第
十
条｣

を

｢

第
十
一
条｣

に
改
め
、

｢

に

お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
設
立
の
時｣

を
削
る
。

第
十
二
条
中

｢

第
六
条｣

を

｢

第
七
条｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中

｢

第
七
条｣

を

｢

第
八
条｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
中

｢

第
九
条｣

を

｢

第
十
条｣

に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
二
項
中

｢

第
四
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
七
条
第
二
項
及
び
同
法

第
八
十
三
条｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
八
及
び
法
第
三
十
二
条
の
三｣

に
、

｢

第
六
条｣

を

｢

第
七
条｣

に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
十
九
条
中

｢

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
五
十
一
条
第
一
項

(

法

人
の
設
立
の
時
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。)

｣

を
削
る
。

様
式
第
四
号
備
考
�
③
中

｢に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
51条
第
１
項
の
設
立
の
時
｣

を
削
る
。

様
式
第
十
号
備
考
�
中

｢第
６
条
｣

を

｢第
７
条
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
十
一
号
中

｢第
40条
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
77条
第
２
項
｣

を

｢第
31条
の
８

｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
�
中

｢第
６
条
｣

を

｢第
７
条
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
十
二
号
中

｢第
40条
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
83条
｣

を

｢第
32条
の
３
｣

に
改

め
、
同
様
式
備
考
�
中

｢第
６
条
｣

を

｢第
７
条
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

…
…
…
…
…
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